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次
の
登
録
要
件
に
該
当
し
、
新
規
登
録

を
希
望
す
る
団
体
や
グ
ル
ー
プ
は
、
申
請

手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

登
録
有
効
期
間
は
、
九
月
一
日
か
ら
平

成
二
十
四
年
八
月
三
十
一
日
ま
で
で
す
。
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①
社
会
教
育
法
に
基
づ
く
組
織
的
な
教
育

　

活
動
を
自
ら
行
い
、
そ
の
団
体
の
学
習

　

活
動
・
内
容
が
明
確
で
あ
り
、
公
の
支

　

配
に
属
さ
な
い
団
体
で
あ
る
こ
と
。

②
団
体
運
営
に
つ
い
て
は
、
団
体
に
主
体

　

性
が
あ
り
、
営
利
事
業
や
政
治
・
宗
教

　

活
動
を
目
的
と
し
な
い
任
意
団
体
で
あ

　

る
こ
と
。
特
に
芸
能
・
趣
味
関
係
団
体

　

に
つ
い
て
は
、
活
動
が
流
派
の
普
及
活

　

動
や
指
導
者
の
営
利
を
目
的
と
し
た
り
、

　

ま
た
は
そ
れ
に
類
し
た
行
為
を
行
わ
な

　

い
団
体
で
あ
る
こ
と
。

③
過
去
一
年
以
上
の
実
績
が
あ
り
、
将
来

　

も
継
続
し
て
活
動
で
き
る
団
体
で
あ
る

　

こ
と
。

④
規
約
が
あ
り
、
会
計
・
会
計
監
査
等
の

　

制
度
が
確
立
し
て
お
り
、
団
体
の
本
拠

　

と
し
て
の
事
務
所
が
芦
屋
市
に
あ
る
こ

　

と
。

⑤
健
全
な
自
己
財
源
を
持
ち
、
会
員
の
会

　

費
等
の
負
担
額
が
一
般
的
に
見
て
高
額

　

過
ぎ
な
い
こ
と
。

⑥
団
体
の
活
動
へ
の
参
加
窓
口
を
、
一
般

　

市
民
に
広
げ
て
い
る
こ
と
。
団
体
内
だ

　

け
の
活
動
の
み
で
な
く
、
地
域
全
体
へ

　

の
普
及
啓
発
活
動
が
あ
る
こ
と
。

⑦
組
織
の
構
成
メ
ン
バ
ー
が
、
十
人
以
上

　

で
、主
と
し
て（
六
割
以
上
）芦
屋
市
民

　

で
あ
る
こ
と
。
ま
た
、
芦
屋
市
域
を
活

　

動
の
拠
点
に
し
て
い
る
こ
と
。
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①
社
会
教
育
関
係
団
体
登
録
申
請
書

（
様
式
第
１
号
）

②
事
業
報
告
書
・
事
業
計
画
書

（
様
式
第
２
号
）

③
収
支
決
算
書
・
収
支
予
算
書

（
様
式
第
３
号
）

④
会
員
名
簿　
　
　
　
　
 
（
様
式
第
4
号
）

⑤
会
則            
（
団
体
で
使
用
の
も
の
）

⑥
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
団
体
掲
載
用
原
稿

�
�
�
�
�
�
�
�

　

六
月
一
日
か
ら
、
生
涯
学
習
課
で
配
布
。

※
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー

　

ド
で
き
ま
す
。
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六
月
十
五
日
〜
三
十
日

　
　
　
　
　
　
（
平
日
の
執
務
時
間
内
）　
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生
涯
学
習
課
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　ライトアップに馴れた日常生活。電気を消すことで、い
かに照明を使用しているかを実感し、地球温暖化問題につ
いて考える。そんな時間を共有してみませんか。
　温暖化防止を目指し、平成15年度から環境省の提唱によ
り「ＣＯ2削減／ライトダウンキャンペーン」（６月21日～
７月７日）を実施、本市においても市民の皆さんにライト
アップ施設や家庭の電気の消灯を呼びかけています。

　昨年は、キャンペーン初日（夏至の日）には東京タワーなどのライトアップ施設・
百貨店・コンビニエンスストアなど日本全国の約77,000施設が、また最終日のクー
ルアース・デーには約86,000の施設が参加して、約243万キロワットの電力を削減し、
約65,000世帯が１日で使用する二酸化炭素排出量を削減することができました。
　本年も、特にキャンペーン初日と最終日の２日間につきましては、ライトアップ
施設や各ご家庭での電気を一斉に消灯するなど、皆さんのご協力をお願いします。
�������	
������������

�����　６月21日（月）〈夏至の日〉　『ブラックイルミネーション2010』 
�� � �　７月７日（水）〈クールアース・デー〉　『七夕ライトダウン』 
�����　両日とも、午後８時～10時
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　本市に居住し、大正15（1926）年４月１日以前に生まれたかたで、次のいず
れかに該当するかたは、市民課年金担当へお申し出ください。
■昭和57（1982）年１月１日現在、日本国内で外国人登録法による居住地登録を
　していたかた
■昭和57（1982）年１月１日以前に外国人登録法による居住地登録をし、昭和36
　（1961）年４月１日以降に日本国籍を取得したかたで、年金受給資格期間を制
　度上満たすことができないかた
■日本人で，長期間海外に在住し、昭和36（1961）年４月１日以降に帰国され、
　年金受給資格期間を制度上満たすことができないかた
※ただし、次のかたは支給の対象にはなりません。
■公的年金等（年額405,600円以上）の受給者
■芦屋市重度障害者等特別給付金の受給者
■生活保護の受給者
■本人・配偶者・扶養義務者の所得が制限額を超えるかた
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　「子ども手当」は、中学校修了前（平成７年４月
２日以降生まれ）の児童（対象児童）を養育して
いるかたに、所得に関係なく支給されます。
　該当するかたは、こども課で手続きしてくだ
さい。ただし、すでに児童手当を受給しているか
たについては、手続きの必要はありません。
　また、公務員（独立行政法人等は除く）のかた
は、勤務先から支給されますので、手続きについ
ては勤務先へお問い合わせください。
����　対象児童１人につき月額13,000円
����　６月（４月・５月分）/ 10月（６月～９月分）/２月（10月～１月分）
　　　　　※各支給月の15日（金融機関の休業日にあたるときは前営業日）に、
　　　　　　ご指定の口座へ振り込みます。
　　　　　※ただし、平成22年６月の支給日は６月30日（水）となります。<５
　　　　　　月10日までに新規に請求または請求額の変更をされたかた>
�������	
������������
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　平成22年度「現況届」を６月中旬にお送りしますので、指定期限までに提出
してください。提出されませんと、６月分以後の子ども手当の支払いを受ける
ことができませんので、必ず提出してください。
※２月・３月分「児童手当」と４月・５月分「子ども手当」は、６月30日（水）に指定
　の口座に振り込みますので、ご確認ください。
※平成21年度「現況届」を提出されていないかたについては、児童手当の支払
　いを保留しています。提出されていないかたは、至急、こども課へ提出して
　ください。
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　10月８日から11月15日までの間、市民セン
ター 301室・302室・展示場・多目的ホール等で、
日ごろの文化活動等の成果を発表しませんか。
　参加希望団体は、奮ってご応募ください。
�����　市民が主体となっている団体
�����　会場使用料の半額を市が補助
�����　市民センターで配布（募集要領）
�����　６月14日（月）までに、所定の申
　　　　　　請書に必要事項を記入し、市民
　　　　　　センターへ
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　あなたのプロデュースで舞台芸術を演出して
みませんか？１グループ・団体に、100万円以内
で費用の助成をします。
���　市内を活動拠点の１つにしている舞台
芸術（音楽・演劇・ミュージカル・オペラ・ダンス）
のグループ・団体等　���　選考された１グ
ループ・団体には平成23年３月26日（土）にルナ・
ホールで公演する費用の一部（上限100万円）を
助成　���　選考委員会で書類・プレゼン
テーションにより選考　�����　指定の企
画書・予算書を、６月30日（水）までに上記へ

　平成21年９月に兵庫県公安委員会から犯罪被害者等早期援
助団体の指定を受けた「ＮＰＯ法人ひょうご被害者支援セン
ター」は、被害者支援に関する専門的な知識を有する弁護士
や大学教授・臨床心理士や精神科医等の有識者で構成され、
警察との緊密な連携の下、電話相談や面接相談・付添い支援
や裁判の代理傍聴など、被害者のニーズに応じた支援活動を
行うことができる団体です。
�����　火・水・金・土曜日（祝日除く）午前10時～午後４時
�����　上記での電話相談により、事前予約が必要
　�������	
��　第２・４金曜日の午後１時～４時
　�������	
�����　随時実施
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●平日の昼間は水道部
へお尋ねください。

●土曜日・日曜日・祝日
は市役所（�31-2121）
へお尋ねください。

●夜間の修理は、右の業
者が待機しています。
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���������＊持ち家のあるかたは、申し込みできません。
　次の①～⑥の、すべてに該当するかた。
①申し込み者本人が市内に１年以上住民登録し、かつ居住しているかた、　
　または継続して２年以上市内に勤務しているかた
②申し込み世帯全員の収入の合計が、収入基準（政令月収額200,001円以上）
　に合致するかた
③現に同居し、または同居しようとする親族のあるかた
④連帯保証人（１人）のあるかた
⑤市税を滞納していないかた
⑥「暴力団員による不正な行為の防止等に関する法律」第２条第６号に規定
　する暴力団員でないかた（同居者を含む）
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　ガソリン・灯油などの危険物は、身近に存在し
ます。
　危険物の貯蔵・取り扱いには十分注意し、安全
第一でお願いします。

�������	
��	���������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������

�����

�����

�������	
�
�

　

朝
日
ケ
丘
町
に
あ
る
「
県
公
社
住
宅
」

の
、
入
居
者
を
募
集
し
ま
す
。

　

県
公
社
住
宅
へ
の
入
居
を
希
望
さ
れ
る

か
た
で
、
次
の
資
格
要
件
す
べ
て
に
該
当

す
る
か
た
は
、「
申

し
込
み
案
内
書
」
に

あ
る
所
定
の
申
込
書

に
必
要
事
項
を
記
入

し
、
必
要
書
類
を
添

付
の
上
、
住
宅
課
へ

申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

※
先
着
順
で
、
受
け

　

付
け
ま
す
。
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　平成21年度の公文書について、次のとおり公開・運用しました。

全部公開・10件／部分公開・38件／
非公開・４件／存否応答拒否・０件／
不存在・２件／却下・０件／
取り下げ・３件／異議申し立て・６件
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―
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���
���� 全部開示・２件／部分開示・６件／

不開示・０件／その他・０件／
異議申し立て ０件
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����������
���　７月５日（月）午後６時～８時（午後５時30分
開場）　���　ルナ･ホール＜全席指定＞　����
劇団影法師・中国天津木偶芸術劇団／脚本・ジェームス
三木（原作・羅貫中「三国志講義」）／演出・小森美巳／人
形美術・川本喜八郎／総合プロデューサー・山崎靖明　
����　一般2,000円（当日2,500円）・中学生以下1,000
円（当日1,500円）　�������	　市民センター
事務所・グリル業平・市役所売店・ローソンチケット（Ｌ
コード 57223）＊６月２日から発売
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　消防本部では、平成21年中に6,722件（緊急通報3,727件）の通報を受信しまし
た。なかには、緊急時ということで慌ててしまい、自分の住所すら言えなく
なるかたもいます。しかし、緊急時だからこそ、あなたの早い正確な通報で、災
害地点（要請場所）の早期確定ができ、現場到着時間
が短縮され、被害の軽減を図ることができるのです。
　いざというときのために、あらかじめ電話機の近
くに自分の住所・氏名・電話番号などの必要な情報
を書いて貼っておけば、もしものときに落ち着いて
対応できます。
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　「火事です」または「救急です」とはっきりと言いましょう。　　
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　住所は正しく、目印になる、ビルや公園などの目標物を伝えましょう。
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　「私の名前は○○です」「電話番号は△△―■■■■です」と伝えましょう。
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■市内から携帯電話で119番をすると、芦屋市消防本部につながります。
■ただし、市境では、アンテナ設置位置の関係で他都市に入る場合があります。
■携帯電話で119番をするときは、必ず災害場所の市町名をお知らせください。
��������	
�����

■“メ－ル119番通報”は、市内在住・在学・在勤の聴覚障がいや音声・言語機能
に障がいのあるかたが対象で、事前に消防本部（�32-0119）または障害福祉
課（�38-2178）で利用登録が必要です。
■通報は、市内（例外：隣接市境界付近で芦屋市かどうか不明な場合）での火
災・救急・その他の災害等に限ります。他市での通報には利用できません。
■“メ－ル119番通報”は、緊急通報用システムのため、一般の問い合わせ等に
は利用できません。
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■専用のファクス用紙で、通報（通報専用�38-2031）してください。
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　消防本部では、このたび「119番通報要領」（左
図）を作成し、市ホームページからダウンロード
してご利用いただけるようにしています。
　また、耳のご不自由なかた専用の通報用ファ
クス用紙も、市ホームページからダウンロード
していただけます。
　緊急の場合に備え、ぜひご活用ください。


